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令和６年能登半島地震に伴う施工中の本市発注の建設工事及び 

建設工事に係る業務委託の取扱いについて（お知らせ） 

 

 

標記の件について、別添のとおり各課（所）長あてに通知したので、参考にお

知らせします 
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令和６年能登半島地震に伴う施工中の本市発注の建設工事及び 

建設工事に係る業務委託の取扱いについて（通知） 

 

令和６年能登半島地震により、石川県内では施工中の工事現場も被災を受け、工

事を続行できなくなる等の事態が発生しているほか、被災していない建設工事や建

設工事に係る業務委託（以下「工事等」という。）においても、当該受注業者が緊

急度の高い応急復旧工事等への対応が必要となることも想定される。 

ついては、施工中又は履行中の本市工事等について、下記のとおり取扱うことと

したので、受注者から工事等の中止に係る申し出があった場合には、受発注者協議

のうえ適切に対応すること。 

 

記 

 

１ 現在施工中の建設工事の取扱いについて 

（１）被災した場合 

受発注者協議のうえ、金沢市工事契約約款（以下「工事約款」という。）第２

０条（工事の中止）に基づき、原則、工事を一時中止することとする。なお、一

時中止期間は年度内を目途とし、延長が必要であれば、一時中止期間の延長を行

うこと。 

① 工事の打ち切りをする場合 

（ア）残存価値のある工事目的物、工事材料又は仮設物等（以下「残存価値が

ある工事目的物等」という。）がない場合 

工事約款第６０条に基づき、受発注者の協議による合意解除を原則とす

る。その際の工事約款第２９条（不可抗力による損害）に基づく損害金の

支払いについては、別途通知する。 

（イ）残存価値がある工事目的物等があり、受注者から引渡しを受ける場合 

 工事約款第１９条（設計図書の変更）及び第２４条（請負代金額の変更

方法等）に基づき、引渡しを受ける部分のみを請負代金額とする減工の変

更契約を行い、完成払を行った上で、工事を終了することとする（契約解

除はしない）。 

なお、工事約款第２９条（不可抗力による損害）に基づく損害金の支払

い請求があった場合の対応については、別途通知する。 



② 工事を続行する場合 

    受発注者協議のうえ、工事を続行する場合は、必要に応じて工事約款第１

９条（設計図書の変更）及び第２４条（請負代金額の変更方法等）に基づき

変更契約を行うとともに、工期延期及び部分払を行うこととする。 

なお、工事約款第２９条（不可抗力による損害）に基づく損害金の支払い

請求があった場合の対応については、別途通知する。 

 

（２）被災していない場合 

   原則として工事を続行するものとするが、受注者から特に希望があれば、受

発注者協議のうえ、１（１）に準じて（損害金の支払いは除く）、工事の一時

中止や打ち切りを行うことも可能とする。 

 

２ 現在履行中の建設工事に係る業務委託の取扱いについて 

（１）被災した場合 

   受発注者協議のうえ、金沢市測量、設計等コンサルタント契約約款（以下

「委託約款」という。）に基づき、原則、業務を一時中止することとする。な

お、一時中止期間は年度内を目途とし、延長が必要であれば、一時中止期間の

延長を行うこと。 

① 業務を打ち切りする場合 

（ア）残存価値のある既履行部分がない場合 

    委託約款第６０条に基づき、受発注者の協議による合意解除を原則と

する。その際の委託約款第３０条（不可抗力による損害）に基づく損害

金の支払いについては、別途通知する。 

（イ）残存価値のある既履行部分があり、受注者から引渡しを受ける場合 

委託約款第１９条（設計図書等の変更）及び第２６条（業務委託料の

変更方法等）に基づき、引渡しを受ける部分のみを業務委託料とする減

額の変更契約を行い、完了払を行った上で、業務を終了することとする

（契約解除はしない）。 

なお、委託約款第３０条（不可抗力による損害）に基づく損害金の支

払い請求があった場合の対応については、別途通知する。 

② 業務を続行する場合 

受発注者協議のうえ、業務を続行する場合は、必要に応じて委託約款第 

１９条（設計図書等の変更）及び第２６条（業務委託料の変更方法等）に

基づき変更契約を行うとともに、履行期限の延長等を行うこととする。 

なお、委託約款第３０条（不可抗力による損害）に基づく損害金の支払

い請求があった場合の対応については、別途通知する。 

 

（２）被災していない場合 

   原則として業務を続行するものとするが、受注者から特に希望があれば、受

発注者協議のうえ、２（１）に準じて（損害金の支払いは除く）、業務の一時

中止や打ち切りを行うことも可能とする。 



 

３ 不可抗力による損害の確認について 

工事約款第２９条及び委託約款第３０条（不可抗力による損害）に基づき対応

するものとし、損害の状況の確認については、建設工事については施工計画書・

実施工程表・損害の状況写真等、業務委託については業務計画書・履行状況・損

害の状況写真等により確認できることとするが、詳細については別途通知する。 

 

４ 工事等の中止について 

（１）施工できなくなった工事に係る一時中止について 

工事約款第２０条（工事の中止）第１項において、天災等により工事目的物

等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工

できないと認められるときは、発注者は、受注者に工事の一時中止を命じなけ

ればならないこととされており、今般の地震により施工できなくなった工事に

ついても、的確に対応すること。建設工事に係る業務委託についても、委託約

款２０条（業務の中止）第１項の規定に基づき、同様に扱うこと。 

（２）当面の災害復旧対策を優先して行うための工事一時中止について 

工事約款第２０条（工事の中止）第２項において、発注者は必要があると認

められるときは工事を中止させることができるとされており、施工中の工事が

被災していない場合においても、優先度の高い応急復旧工事への対応等のため、

受注者が特に希望する場合には、受発注者協議のうえ、工事の一時中止を指示

することができる。建設工事に係る業務委託についても、委託約款２０条（業

務の中止）第２項の規定に基づき、同様に扱うこと。 

 

５ 提出書類 

  受発注者協議の結果、工事等を中止することとなった場合は、別紙「工事（委

託）契約の一時中止について（依頼）」を監理課又は企業総務課まで提出するこ

と。 

 

６ 予算の繰越について 

  工事等の一時中止に伴い必要となる予算の繰越措置について、留意すること。 


